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医政局 平成24年度予算案の概要
社会保障・税一体改革素案（医療等に関する主な改革項目など）

チーム医療の推進
医療イノベーション

の推進
後発品のさらなる

使用促進
病院・病床機能の

分化・強化
在宅医療の推進医師確保対策

平成24年度 医政局予算案の概要 24年度予算案 1,625億8千7百万円
注）重複計上等により、各主要

事項の予算額と合計は合致
しない。

救急医療、周産期医療の体制整備

救急、周産期等の医療提供体制の再建を進め、国民の
不安を軽減します

253億円364億円

地域医療確保対策の推進

医師の偏在対策など 引き続き 安心・安全な地域医療体

30億円在宅医療の推進

生活の場で必要な医療サービスを受けられる体制を構築し、住み慣
れた場で安心して自分らしい生活を実現させます。

在宅チ ム医療を担う人材の育成

な 。

不安を軽減します。

• 救急医療体制の整備
• ドクターヘリの導入促進
• 周産期医療体制の充実 など

医師の偏在対策など、引き続き、安心 安全な地域医療体

制の確保に向けた取組を行います。

• 地域医療支援センターの整備
• 医師、看護職員確保対策
• チーム医療の普及推進 など

• 在宅チーム医療を担う人材の育成
• 在宅医療連携体制の推進
• 国立高度専門医療研究センターによる在宅医療

等推進のための研究事業
• 在宅介護者への歯科口腔保健の推進 など

国立高度専門医療研究センターや国立

災害医療体制の強化 ２億円

今後の災害への備えを図るため、災害医療体制
を強化します。

• 災害派遣医療チーム(DMAT)事務局の体制
強化

革新的な医薬品・医療機器の開発促進などに
よる医療イノベーションの推進

国際水準の臨床研究基盤の整備や研究費の重点配分などによる革新的

192億円

国立高度専門医療研究センターや国立
病院機構における政策医療等の実施等

• 国立高度専門医療研究センター及び国立病院機構にお
ける政策医療等の実施

• 「統合医療」の情報発信に向けた取組

1,418億円

強化

• 広域災害・救急医療情報システム(EMIS）
の機能強化

※  この他、平成23年度第3次補正予算において、
医療施設等 防災対策 推進するため 医療施

国際水準の臨床研究基盤の整備や研究費の重点配分などによる革新的
な医薬品・医療機器の開発促進など、医療イノベーションを推進します。

• 臨床研究中核病院等の整備及び機能強化
• 日本主導のグローバル臨床研究拠点の整備
• 国立高度専門医療研究センターによる個別化医

療の推進
• 再生医療分野での研究開発基盤の整備

• 手術手技向上のための研修体制の整備
• 死因究明体制の充実に向けた支援 など

東日本大震災復旧･復興対策経費
(復興特別会計) 41億円（再掲）

医療施設等の防災対策の推進するため、医療施
設耐震化基金の積み増し等で２１６億円を確保。

• 後発医薬品の使用促進 など
(復興特別会計)

• 災害時の安心につながる在宅医療連携体制の推進
• 医療情報連携・保全基盤の整備
• 被災地域の復興に向けた臨床研究中核病院の整備や医薬品・医

療機器の実用化支援 など

41億円（再掲）

医師等の確保対策をはじめとした地域医療確保対策、在宅医療を支える人材の育成や基盤の整備な
ど在宅医療の推進、救急医療、周産期医療の体制整備、災害医療体制の強化、革新的な医薬品・医
療機器の開発促進等により、安心で質の高い医療サービスを安定的に提供
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課題 対応
地域医療の機能強化に関する厚⽣労働省の取組み（平成24年度予算案等）

➢医師のキャリア形成⽀援と⼀体的に、地域の医師不⾜医療機関の
医師確保を⽀援するため、都道府県が設置する「地域医療⽀援セ

◆医師の地域偏在・診療科偏在対策（医師の地域偏在）
○対⼈⼝⽐でみても、全国的に
⼤都市に医師が集中し 周辺 ンター」の箇所数を拡充し、偏在解消に向けた取組みを推進

（平成23年度の15箇所から対象箇所数を20箇所に拡充）
（24年度予算案 7.3億円）
救急 分娩 新⽣児医療を担う勤務医等の⼿当への財政⽀援

⼤都市に医師が集中し、周辺
地域やへき地で医師が不⾜し
ている。

医 ➢救急、分娩、新⽣児医療を担う勤務医等の⼿当への財政⽀援
（24年度予算案 医療提供体制推進事業費補助⾦（250億円）の内数）

➢都市部の病院と医師不⾜地域の中⼩病院・診療所が連携した臨床
研修を⾏うことへの⽀援（24年度予算案 10億円）

（医師の診療科偏在）
○産科、救急など特定の診療科

医
療
⼈
材
確 研修を⾏うことへの⽀援（24年度予算案 10億円）

➢医師不⾜地域の臨床研修病院において研修医が宿⽇直等を⾏う場
合の医療機関への財政⽀援（24年度予算案 13億円） 等

◆⼥性医師等の離職防⽌・復職⽀援

の医師が不⾜している。

（病院の勤務医の過重労働）

確
保
対
策
な

➢出産・育児等により離職している⼥性医師の復職⽀援のための都
道府県 受付 窓 設置等 ⽀援

◆⼥性医師等の離職防⽌ 復職⽀援
○病院の医師が夜勤・当直など
で疲弊し、病院の医師不⾜に
拍⾞をかけている。

な
ど
の
推
進

（24年度予算案 医療提供体制推進事業費補助⾦（250億円）の内数の他、
衛⽣関係指導者養成等委託費1.6億円）

道府県への受付・窓⼝の設置等の⽀援
➢病院内保育所の運営等に対する財政⽀援
◆地域医療再⽣基⾦（22年度補正予算 2,100億円）

拍⾞をかけている。進

➢都道府県に設置された基⾦を拡充し、都道府県（三次医療圏）単
位の医療課題の解決に向けて都道府県が策定する「地域医療再⽣
計画」に基づく取組を⽀援
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（チ ム医療 看護⼈材確保）
課題 対応

◆チーム医療の推進（チーム医療・看護⼈材確保）
○医療の⾼度化・複雑化に伴い
業務量が増⼤している。

➢質の⾼いチーム医療の実践を全国の医療現場に普及定着させ、
医師、⻭科医師、薬剤師、看護師等医療関係職種の業務の効率化、

（24年度予算案・新規 2.4億円）)

医
療

負担の軽減及び質の⾼い医療サービスを実現
➢質の⾼い医療を提供するため、⾼度な知識・判断が必要な⼀定の
⾏為を⾏う看護師の能⼒を認証する仕組みの構築に向けた業務の
安全性や効果を検証

◆看護職員確保策等の推進
療
⼈
材
確
保

安全性や効果を検証

（24年度予算案 医療提供体制推進事業費補助⾦（250億円）の内数の他、
医療関係者養成確保対策費等補助⾦等 50 0億円）

➢新⼈看護職員研修ガイドラインに沿った研修等に対する財政⽀援
➢病院内保育所の運営等に対する財政⽀援
➢看護師等養成所の運営等に対する財政⽀援 等

保
対
策
な
ど

医療関係者養成確保対策費等補助⾦等 50.0億円）

看護師等養成所の運営等に対する財政⽀援 等

（医療分野の情報化の推進）
○地域連携に資する医療分野の

ど
の
推
進

◆医療分野の情報化の推進
➢医療機関の主要診療データを標準的形式で外部保存しバックアッ○地域連携に資する医療分野の

情報化の推進や地域格差を解
消するための遠隔医療の普及
が進まない

プすることで、災害時にも過去の診療情報を参照可能とするとと
もに、平常時は連携医療機関相互でデータの閲覧を可能とする基
盤整備に対する財政⽀援（24年度予算案・新規 9.5億円）

➢遠隔医療の実施に必要な機器等の整備に対する財政⽀援が進まない。 ➢遠隔医療の実施に必要な機器等の整備に対する財政⽀援
（24年度予算案 医療施設等設備整備費補助⾦(7.5億円)の内数）
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（在宅医療の推進）
課題 対応

◆在宅医療の推進（在宅医療の推進）
○在宅において、医療と介護を
包括的に提供するための拠点
整備や医師 看護師 介護⼠

在
宅

◆在宅医療の推進
➢医師・看護師・ケアマネジャー等が職種間相互の理解を深め、医療と介
護の連携を図るため、多様なニーズを持つ在宅療養中の患者に対して、
質の⾼い在宅医療・介護を提供できる⼈材を育成するための研修を実施

整備や医師・看護師・介護⼠
などの多職種連携が不⼗分で
ある。

宅
医
療
の
推

（24年度予算案・新規 1.1億円）
➢在宅療養⽀援病院・診療所、訪問看護ステーション等が連携拠点となり、
医療と介護の双⽅に詳しい⼈材を配置し、地域横断的に活動することで、
地域における多職種協働による医療と介護の連携体制を構築推

進
、
ラ
イ

地域における多職種協働による医療と介護の連携体制を構築
（24年度予算案 20.5億円）

患者・家族が希望する在宅医療を実現するため、専⾨的な臨床実践能⼒
を有する看護師が効果的に看護業務を実施できる仕組みの構築に向け、

イ
フ
イ
ノ
ベ

業務の安全性や効果の検証を実施
（24年度予算案・新規 0.7億円）

➢寝たきりの⾼齢者や障害者等への在宅⻭科医療について、地域における
医科、介護等との連携体制の構築等について財政⽀援（24年度予算案 医

（ライフイノベ ションの推進）

ベ
ー
シ
ョ
ン

医科、介護等との連携体制の構築等について財政⽀援（24年度予算案 医
療提供体制推進事業費補助⾦（250億円）の内数の他、衛⽣関係指導者養成等委託費
0.2億円)

在宅介護者への⻭科⼝腔保健の普及推進のため、訪問⻭科診療等におい
必 腔内洗浄装置等 財政⽀援（ライフイノベーションの推進）

○⽇本の豊富な基礎研究の成果
を⾰新的な医薬品・医療機器
の創出につなげるための基盤

ン
の
推
進

て必要な⼝腔内洗浄装置等について財政⽀援
（24年度予算案・新規１億円）
◆ライフイノベーションの推進
➢国際⽔準（ICH-GCP準拠）の臨床研究の実施や医師主導治験の中⼼的の創出につなげるための基盤

が不⼗分である。
国際⽔準（ICH GCP準拠）の臨床研究の実施や医師主導治験の中⼼的
役割を担うとともに、最適な治療法を⾒いだすための臨床研究を実施す
る基盤となる、臨床研究中核病院等を５か所整備
（24年度予算案・新規34 億円（運営費26億円、研究費8億円））
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（周産期医療の不⾜）
課題 対応

◆周産期医療体制の充実・強化（周産期医療の不⾜）
○周産期医療の病床や医師・
看護師等が不⾜。

➢周産期⺟⼦医療センターのMFICU（⺟体・胎児集中治療室）、
NICU（新⽣児集中治療室）等に対する財政⽀援

等 ⻑期 院 ⼩児 在宅 移⾏促進

（24年度予算案 医療提供体制推進事業費補助⾦（250億円）の内数）

救
急
医
療 ◆救急医療体制の充実

➢NICU等に⻑期⼊院している⼩児の在宅への移⾏促進

療
・
周
産
期

（救急患者の受⼊れに時間が
かかる）

○救急患者が 病院に受け⼊

◆救急医療体制の充実

➢重篤な救急患者を24時間体制で受け⼊れる救命救急センターに
対する財政⽀援

（24年度予算案 医療提供体制推進事業費補助⾦（250億円）の内数）

期
医
療
の
体

○救急患者が、病院に受け⼊
れられるまでの時間の短縮。

対する財政⽀援
➢⼆次救急医療体制の充実
－ 受⼊困難患者の受⼊れを確実に⾏う医療機関の空床確保に対
する財政⽀援体

制
整
備

➢重篤な⼩児救急患者に対する医療の充実を図るため、「⼩児救命
救急センター」や⼩児集中治療室に対する財政⽀援

➢早期治療の開始と迅速な搬送による救命率の向上を図るため、ド
クターヘリ事業を推進クターヘリ事業を推進

➢各都道府県において策定された地域の搬送・受⼊ルールに基づく
救急搬送体制構築の⽀援 【総務省消防庁と連携】
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社会保障・税一体改革素案（抄）
平成２４年１月６日 政府・与党社会保障改革本部決定

２．医療・介護等①
（地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化）
○ 高齢化が 段と進む2025 年に どこに住んでいても その人にとって適切

第１部 社会保障改革
第３章 具体的改革内容（改革項目と工程）

○ 高齢化が一段と進む2025 年に、どこに住んでいても、その人にとって適切
な医療・介護サービスが受けられる社会を実現する。

○ 予防接種・検診等の疾病予防や介護予防を進め、また、病気になった場合にしっかり「治す医療」と、
その人らしく尊厳をもって生きられるよう「支える医療・介護」の双方を実現する。

（１）医療サービス提供体制の制度改革
○ 急性期をはじめとする医療機能の強化、病院・病床機能の役割分担・連携の推進、在宅医療の充実等を内
容とする医療サービス提供体制の制度改革に取り組む。

＜今後の見直しの方向性＞
ⅰ 病院 病床機能の分化 強化ⅰ 病院・病床機能の分化・強化
・ 急性期病床の位置付けを明確化し、医療資源の集中投入による機能強化を図るなど、病院・病床の機能分

化・強化を推進する。
・ 病診連携、医療・介護連携等により必要なサービスを確保しつつ、一般病棟における長期入院の適正化を
推進する。推進する。

ⅱ 在宅医療の推進
・ 在宅医療の拠点となる医療機関の趣旨及び役割を明確化するとともに、在宅医療について、達成すべき目

標、医療連携体制等を医療計画に記載すべきことを明確化するなどにより、在宅医療を充実させる。
ⅲ 医師確保対策
・ 医師の地域間、診療科間の偏在の是正に向け、都道府県が担う役割を強化し、医師のキャリア形成支援を

通じた医師確保の取組を推進する。
ⅳ チーム医療の推進
・ 多職種協働による質の高い医療を提供するため、高度な知識・判断が必要な一定の行為を行う看護師の能
力を認証する仕組みの導入などをはじめとして チ ム医療を推進する力を認証する仕組みの導入などをはじめとして、チーム医療を推進する。

☆ あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬及び介護報酬改定、都道府県が策定する新たな医療計画
に基づく地域の医療提供体制の確保、補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正す
る。そのため、平成24 年通常国会以降速やかな法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。
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＜平成24 年度の主な関連施策等＞
○ 上記（１）～（３）を実現するため、平成24 年度では主に以下の関連施策等を実施する。
（２）医療計画作成指針の改定等
○ 平成24 年度における都道府県による新たな医療計画（平成25 年度より実施）の策定に向け、○ 平成24 年度における都道府県による新たな医療計画（平成25 年度より実施）の策定に向け、

医療計画作成指針の改定等を年度内に実施する。
・ 医療機能の分化・連携を推進するため、医療計画の実効性を高めるよう、二次医療圏の設定の考え方
を明示するとともに、疾病・事業ごとのＰＤＣＡサイクルを効果的に機能させるよう見直す。

・ 在宅医療について、達成すべき目標、医療連携体制、人材確保等を記載する。
・ 精神疾患を既存の４疾病に追加し、医療連携体制を構築する。

（３）補助金等予算措置による取組の推進
○ 医療サービス提供体制の強化や地域包括ケアシステムの構築に向け、補助金等必要な予算措置を行う。

７．医療イノベーション医療イ ション
○ 医療・介護分野は、大きな潜在需要に応えていくことで雇用を生み、また、ライフイノベーションを
通じて健康分野を成長産業として位置付けることで、デフレを脱却し、経済成長に結びつけることが
できるものである。

○ 日本発の革新的な医薬品・医療機器等の創出により、健康長寿社会を実現するとともに、国際競争力
強 る経済成 献する を 指す「 療 ベ を推進 組を推進する強化による経済成長に貢献することを目指す「医療イノベーション」を推進し、以下の取組を推進する。
ⅰ 国際水準の臨床研究実施により、日本発の革新的な医薬品・医療機器の創出等の拠点となる、
臨床研究中核病院（仮称）等を創設する。

ⅱ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の体制強化や、審査等の迅速化・高度化等を促進する。
ⅲ 保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏まえたイノベ ションの評価等のさらなる検討をⅲ 保険償還価格の設定における医療経済的な観点を踏まえたイノベーションの評価等のさらなる検討を
行う。

☆ 予算、診療報酬改定等により推進するとともに、医療法、薬事法等の改正についても検討する。

第２部 税制抜本改革
第 章 各 基 向第３章 各分野の基本的な方向性

１．消費課税

（２）消費税率の引上げを踏まえ検討すべき事項
今回の改正に当たっては、社会保険診療報酬は、諸外国においても非課税であることや課税化した場合の患

際 高 資 費者の自己負担の問題等を踏まえ、非課税の取扱いとする。その際、医療機関等の行う高額の投資に係る消費税
負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して手当てを行うことを検討する。これにより、医
療機関等の消費税負担について、厚生労働省において定期的に検証する場を設けることとする。なお、医療に
係る消費税の課税のあり方については、引き続き検討する。
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＜地域包括ケアシステム＞
（⼈⼝１万⼈の場合）

通院

訪問介護
・看護

・グループホーム
（16→37⼈分）
・⼩規模多機能
（0.25か所→２か所）
・デイサービス など

退院したら

住まい

⾃宅・ケア付き⾼齢者住宅

⽼⼈クラブ・⾃治会・介護予防・⽣活⽀援 等

⽣活⽀援・介護予防

医療
介護

・在宅医療等
（１⽇当たり
17→29⼈分）

・訪問看護
（１⽇当たり
2９→49⼈分）

・24時間対応の定期
巡回・随時対応サー
ビス（15⼈分）

・介護⼈材
(207→
356〜375⼈)

通所

在宅医療
・訪問看護

※地域包括ケアは、
⼈⼝１万⼈程度の
中学校区を単位と
して想定

※数字は、現状は2011年、目標は2025年のもの

■ 高度急性期への医療資源集中投入などの入院医療強化
■ 在宅医療の充実、地域包括ケアシステムの構築

どこに住んでいても、その人にとって適切な
医療・介護サービスが受けられる社会へ

医療・介護サービス保障の強化2

3

改革の方向性

改革のイメージ

病気になったら

・医療から介護への
円滑な移⾏促進

・相談業務やサービス
のコーディネート

元気でうちに
帰れたよ

亜急性期・回復期
リハビリ病院

救急・⼿術など⾼度医療

集中リハビリ
→早期回復

早期退院

（⼈員１.6倍
〜2倍）

急性期病院

⽇
常
の
医
療

・地域の病院、拠点病院、回復期病院の役割
分担が進み、連携が強化。

・発症から⼊院、回復期、退院までスムーズ
にいくことにより早期の社会復帰が可能に

包括的
マネジメント

・在宅医療連携拠点
・地域包括
⽀援センター

・ケアマネジャー

かかりつけ医

地域の連携病院
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Ａ 充実 Ｂ 重点化・効率化

○ 子ども・子育て新システムの制度実施
・ ０～２歳児保育の量的拡充・体制強化等（待機児童の解消）
・ 質の高い学校教育・保育の実現（幼保一体化の実現）

○ 医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化
～診療報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備～
・病院・病床機能の分化・強化と連携・在宅医療の充実等（8,700億円程度）
・在宅介護の充実等（2,500億円程度）
・上記の重点化に伴うマンパワー増強（2,400億円程度）

・ 平均在院日数の減少等（▲4,300億円程度）
・ 外来受診の適正化（▲1,200億円程度）
・ 介護予防・重度化予防・介護施設の重点化（在宅への移行）

（▲1,800億円程度）

○ 保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の
強化・給付の重点化、逆進性対策
ａ 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
・市町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政基盤の強化
（低所得者保険料軽減の拡充等（～2,200億円程度））

ｂ 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、
保険給付の重点化
・１号保険料の低所得者保険料軽減強化（～1,300億円程度）

ｄ その他（総合合算制度～0.4兆円程度）

・ 介護納付金の総報酬割導入（完全実施すれば▲1,600億円）
・ 軽度者に対する機能訓練等重度化予防に効果のある給付への重点化

【医療・介護】

【子ども・子育て】

（公費への影響は完全実施の場合は▲1,600億円）

【年金】

「所得比例年金」と「最低保障年金」の組み合わせからなる一つの公的年金制度にすべての人が加入する

○ 所得比例年金（社会保険方式） ○ 最低保障年金（税財源）

○ 最低保障機能の強化 （高所得者の年金給付の見直しと併せて検討）

・ 低所得者への加算、障害基礎年金への加算、 受給資格期間の短縮

● 短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大

● 第３号被保険者制度の見直し

● 被用者年金の一元化
（●は公費への影響なし）

○ 高所得者の年金給付の見直し
低所得者への加算と併せて検討。
仮に、年収1,000万円以上から減額開始（1,500万円以上は公費負担分を全額減額）とすると▲450億円程度公費縮小

○ 物価スライド特例分の解消
・特例水準を3年間で解消。年金額が▲2.5％削減され、毎年最大0.1兆円程度公費縮小

○ マクロ経済スライドの検討
・単に毎年▲0.9％のマクロ経済スライドをすると、毎年最大0.1兆円程度の公費縮小

● 標準報酬上限の引上げの検討
※ 支給開始年齢引上げの検討（中長期的な課題）
・基礎年金の支給開始年齢を引き上げる場合、１歳引き上げる毎に、引上げ年において0.5兆円程度公費縮小

2015年度の所要額（公費）合計 ＝ ２．７兆円程度（〜3.8兆円程度－〜1.2兆円程度）

＜新しい年金制度の創設＞

＜現行制度の改善＞

社会保障の充実と重点化と効率化

■ 社会保障の機能強化を行うため、充実と併せて重点化や効率化も検討

改革の方向性

主な改革検討項目

0.7兆円程度

～1.4兆円程度

0.6兆円程度

～１兆円程度

▲～0.7兆円程度

▲～0.5兆円程度

〜3.8兆円
程度

〜1.2兆円
程度

・ 制度の持続可能性の観点から高額療養費を保険者が共同で支え合う仕組みや給付の重点化を通じて、
高額療養費の改善に必要な財源と方策を検討。

・ 高齢者医療制度の見直し（高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえる）
- 高齢世代・若年世代にとって公平で納得のいく負担の仕組み、支援金の総報酬割導入、自己負担割合の見直し
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数値で見た主なサービスの拡充

平成23（2011）年度 平成37（2025）年度

【医療】 病床数、平均在院日数 107万床、19～20日程度 【高度急性期】 22万床 15～16日程度

【一般急性期】 46万床9日程度

【亜急性期等】 35万床 60日程度

医師数 29万人 32～34万人

看護職員数 141万 195～205万人

在宅医療等（１日あたり） 17万人分 29万人分

【介護】 利用者数 426万人 641万人（1.5倍）
• 介護予防・重度化予防により全体として3％減
• 入院の減少（介護への移行）：14万人増

在宅介護
うち小規模多機能
うち定期巡回・随時対応型サービス

304万人分
5万人分
―

449万人分（1.5倍）
40万人分（8.1倍）
15万人分（－）

居住系サービス
特定施設
グループホーム

31万人分
15万人分
16万人分

61万人分（2.0倍）
24万人分（1.6倍）
37万人分（2.3倍）

介護施設
特養
老健（＋介護療養）

92万人分
48万人分（うちユニット12万人（26％））
44万人分（うちユニット2万人（4％））

131万人分（1.4倍）
72万人分（1.5倍）（うちユニット51万人分（70％））
59万人分（1.3倍）（うちユニット29万人分（50％）

介護職員 140万人 232万人から244万人

訪問看護（１日あたり） 29万人分 49万人分

【医療・介護】

【子ども・子育て】
潜在的な保育ニーズにも対応した

保育所待機児童の解消

○平日昼間の保育サービス（認可保育所等）

○延長等の保育サービス

○認定こども園

○放課後児童クラブ

215万人 ⇒ 241万人
（75万人（23％））（102万人（35％））

平成22（2010）年 平成26（2014)年

○地域子育て支援拠点事業

○ファミリー・サポート・センター事業

○一時預かり事業

7100か所

６３７市町村

延べ348万人（2008年）

⇒

⇒

⇒

10000か所

950市町村

延べ３９５２万人

地域の子育て力の向上

（市町村単独分含む）

平成22（2010）年 平成26（2014)年

79万人

358か所（2009年）

81万人

96万人

2000か所以上

111万人

⇒

⇒

⇒

※平成29年（2017年）には１１８万人（４４％）
（3歳未満児の保育サービス利用率）
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2012（Ｈ24）年 2013（Ｈ25）年 2014（Ｈ26）年 2015（Ｈ27）年

【子ども・子育て】
子ども・子育て新システムの創設

【医療・介護】
① 医療サービス提供体制

② 地域包括ケア創設

③ 医療・介護保険制度
・ 市町村国保低所得者保険料軽減、

財政基盤強化 等
・ 介護保険料低所得者軽減 等
・ 高額療養費の見直し

④ 高齢者医療制度

⑤ 難病対策

【年金】
① 新しい年金制度の創設

② 基礎年金国庫負担1/2の恒久化

③ 物価スライド特例分の解消

④ 最低保障機能の強化等

⑤ 短時間労働者適用拡大
（医療保険も併せて実施）等

⑥ 被用者年金一元化

⑦ その他現行制度の改善

【就労促進、ディーセント・ワーク】

【貧困・格差】

【医療イノベーション】

【障害者施策】

●
新法提出

法案提出検討
診療報酬改定

介護報酬改定

新事業計画（27年度～29年度）

新医療計画
（25年度～29年度）

法案提出

法案提出

改善に必要な財源と方策を検討

法案提出

法案提出

法案提出検討

法案提出検討
＜引き続き検討＞

必要な法案提出

生活支援戦略（仮称）策定
（運用改善は速やかに実施）

＜法案提出も検討＞

法案提出

平成24年度から26年度の3年間で解消し、平成24年度は10月実施

＜法制化も視野に入れ検討＞

税制抜本改革と同時実施

同
時
改
定

法案提出

非正規労働者のための総合
ビジョン策定

消費税引き上げ後に消費税財源により国庫負担２分の１を恒久化
平成24年度は歳出予算と「年金交付国債（仮称）」で２分の１を確保
平成25年度から消費税引き上げまでの間の取り扱いは引き続き検討

必要に応じ生活保護基準の見直し

① 生活困窮者対策・生活保護制度の見直し

② 生活保護基準の検証

税制抜本改革と同時実施
法案提出検討

＜医療法・薬事法の改正も検討＞ 診療報酬改定

社会保障改革 工程表
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●

法案提出検討

恒久財源を得て早期に本格実施（子ども・子育て会議（仮称）や国の
基本指針など可能なものから段階的に実施））
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Ⅰ 基本的な考え⽅
○現在抱える様々な課題に取り組みつつ、医療を取り巻く環境の変化に対応した、より効率的で質の⾼い医療提供体制の構築。
○①医師等の確保・偏在対策 ②病院・病床の機能の明確化・強化 ③在宅医療・連携の推進 ④医療従事者間の役割分担とチーム

医療提供体制の改⾰に関する意⾒のポイント（平成23年12⽉22⽇社会保障審議会医療部会）

地域の実情に応じた医師等確保対策

○①医師等の確保・偏在対策、②病院・病床の機能の明確化・強化、③在宅医療・連携の推進、④医療従事者間の役割分担とチ ム
医療の推進といった視点から、医療提供体制の機能強化に向けた改⾰に積極的に取り組んでいくべき。
Ⅱ 個別の論点について

在宅医療・連携の推進
【医師等の⼈材確保】
○都道府県が担う役割を強化し、地域の実情に応じた医師確保体制
を構築すべき。
【医師の養成、配置のあり⽅】
総合的な診療を⾏う医師や専⾨医の養成のあり⽅について 国に

【在宅医療の推進、医療・介護間の連携】
○在宅医療の推進には、複数の医療機関等の連携システムの構築
など、地域としての供給体制整備が不可⽋。そのためには、地域
における多職種での連携、協働を進めることが重要。関係者間の
コ ディネ ト機能を担う⼈材養成が必要○総合的な診療を⾏う医師や専⾨医の養成のあり⽅について、国に

おいて検討を⾏う必要。
【医師確保対策のあり⽅】
○キャリア形成⽀援等を通じて都道府県が地域の医師確保に責任を
持って取り組むため、法制化等により都道府県の役割を明確化。

コーディネート機能を担う⼈材養成が必要。
○在宅医療の拠点となる医療機関について、診療報酬上の位置付
けだけでなく、法制上、その趣旨及び役割を明確化すべき。
○在宅医療を担う医療機関等の具体的な整備⽬標や役割分担、病
状の変化に応じた病床の確保のあり⽅等を医療計画に盛り込むべ持 て取り組むため、法制化等により都道府県の役割を明確化。

○都道府県は、医療圏・診療科ごとの医師の需給状況を把握し必要
性の⾼いところに医師を供給するなど、きめ細かな対応が必要。

病院・病床の機能の明確化・強化

状 変化 病床 確保 り⽅等 医療計画 り込
きことを法制上明確にすべき。

【チーム医療の推進】
限られたマンパワ 効率的か 安全 質の⾼ 医療を提供する

医療従事者間の役割分担とチーム医療の推進

【病床区分のあり⽅】
○⼀般病床について機能分化を進め、急性期医療への⼈的資源の集中
化を図るなど、病床の機能分化・強化が必要であり、法制化を含め、
こうした⽅向性を明らかにして取り組むことが重要。
○⼀般病床の機能分化を進め、急性期医療への⼈的資源の集中化を図

○限られたマンパワーで効率的かつ安全で質の⾼い医療を提供する
ために、チーム医療を推進していくべき。各医療関係職種が担う
役割の重要性を認識し、適切な評価をするべき。
【看護師、診療放射線技師等の業務範囲】
○安全性の確保とサービスの質の向上のため、現在看護師が実施し○ 般病床の機能分化を進め、急性期医療への⼈的資源の集中化を図

るための具体的⽅策について、検討の場を設け、早急に検討（※）。
【臨床研究中核病院（仮称）の創設】
○医薬品、医療機器等の研究開発を推進し、医療の質の向上につなげ
ていくための拠点として臨床研究中核病院を法制上位置づけること
などについて検討

○安全性の確保とサ ビスの質の向上のため、現在看護師が実施し
ている⾼度かつ専⾨的な知識・判断が必要とされる⾏為について、
教育・研修を付加する必要。看護師が安全かつ迅速にサービスを
提供するため、その能⼒を⼗分に発揮するためにも、公的に認証
することを含め⼀定以上の能⼒を認証する仕組みは重要であり、
この認証の仕組みの在り⽅については 医療現場の実態を踏まえなどについて検討。

【特定機能病院のあり⽅】
○⾼度な医療の提供を担う特定機能病院としての質を継続的に確保し
ていくため、更新制度を導⼊する等、評価のあり⽅を検討。

この認証の仕組みの在り⽅については、医療現場の実態を踏まえ
たものとする必要（※）。
○診療放射線技師については、安全性を担保した上で、検査関連⾏
為と核医学検査をその業務範囲に追加することが必要。

※「急性期医療を担う病床の位置づけ」及び「看護師の⼀定以上の能⼒を公的に認証する仕組み」の法制化については、医療関係者と更なる意⾒調整が必要
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医療計画の見直しについて
（医療計画の見直し等に関する検討会取りまとめ意見（平成23年12月16日））

１．二次医療圏の設定について

二次医療圏の人口規模が医療圏全体の患者の受療動向に大きな影響を与えており、二次医療圏によっては次医療圏 人 規模 医療圏 体 患者 受療動向 大きな影響を与え おり、 次医療圏 よ は

当該圏域で医療提供体制を構築することが困難なケースもある。

「医療計画作成指針」において、一定の人口規模及び一定の患者流入・流出割合に基づく、二次医療圏の設

定の考え方を明示し、都道府県に対して、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考え

られる場合は、見直しを行うよう促すことが必要である。

２．疾病・事業ごとのPDCAサイクルの推進について

疾病・事業ごとに効率的・効果的な医療体制を構築するためには、医療計画の実効性を高める必要があり、そ

のため、

・まず、全都道府県で入手可能な指標等を指針に位置づけ、都道府県がその指標を用いて現状を把握すること

・さらに、把握した現状を基に課題を抽出し、課題を解決するに当たっての数値目標を設定し、その目標を達成

するための施策等を策定すること

・また、定期的な評価を行う組織（医療審議会等）や時期（１年毎等）を明記し、施策等の進捗状況等の評価を行

うとともに、必要に応じて施策等を見直すこと

・最後に、これらの情報を住民等に公開すること

とい たプ セスを「医療計画作成指針 に明示することが必要であるといったプロセスを「医療計画作成指針」に明示することが必要である。
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３．在宅医療に係る医療体制の充実・強化について

医療連携体制の中で在宅医療を担う医療機関等の役割を充実・強化するため、「在宅医療の体制構築に係

る指針」を示し、医療計画に定める他の疾病・事業と同様に、在宅医療について、介護保険事業（支援）計画との

連携を考慮しつつ、都道府県が達成すべき数値目標や施策等を記載することにより、医療計画の実効性が高ま

るよう促すことが必要である。

４．精神疾患の医療体制の構築について

医療計画に定める疾病として新たに精神疾患を追加することとし、「精神疾患の医療体制構築に係る指針」

を策定することにより 都道府県において 障害福祉計画や介護保険事業（支援）計画との連携を考慮しつつを策定することにより、都道府県において、障害福祉計画や介護保険事業（支援）計画との連携を考慮しつつ、

病期や個別の状態像に対応した適切な医療体制の構築が行われるよう促すことが必要である。

５．医療従事者の確保に関する事項について医療従事者 確保 関する事項

今後、医療従事者の確保を一層推進するために、医療対策協議会による取り組み等に加えて、地域医療支

援センターにおいて実施する事業等（地域医療支援センター以外の主体による同様の事業を含む。）を医療計

画に記載し 都道府県による取り組みをより具体的に盛り込むことが必要である画に記載し、都道府県による取り組みをより具体的に盛り込むことが必要である。

６．災害時における医療体制の見直しについて

東日本大震災で認識された災害医療等のあり方に関する課題に対し、「災害医療等のあり方に関する検討

会」（座長：大友康裕東京医科歯科大学教授）が開催され、災害拠点病院や広域災害・救急医療情報システ

ム（ＥＭＩＳ）や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）のあり方、中長期的な災害医療体制整備の方向性等が検討され、

報告書がとりまとめられた 今後 都道府県が医療計画を策定する際に 本報告書 提案された内容を踏ま報告書がとりまとめられた。今後、都道府県が医療計画を策定する際に、本報告書で提案された内容を踏ま

えた適切な災害医療体制を構築するよう、促すことが必要である。
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二次医療圏の見直しに向けた検証の手順

現行二次医療圏の人口規模を確認

次医療圏

人口20万人以上の2次医療圏人口20万人未満の2次医療圏

二次医療圏
の検証

※なお、医療計

病院の療養病床及び一般病床の推計入院患者の
受療状況（流入患者割合、流出患者割合を確認）

※なお、医療計
画の見直しに際
しては、従来ど
おり、人口規模
に限らず すべ

流出型
（流入率<<流出率）

流入率20%未満、流出率20%以上

流出型以外

に限らず、すべ
ての医療圏の
現状について検
証を行い、現在
の医療圏の設流入率20%未満、流出率20%以上

面積、基幹病院までのアクセスなども考慮し、

主な流出先の医療圏との一体化など 二次医

の医療圏の設
定が適切かどう
か検討を行う必
要がある。

主な流出先の医療圏との 体化など、二次医
療圏の見直しを検討

※二次医療圏の設定を変更しない場合には、
その考え方を明記するとともに、医療の需給状その考え方を明記するとともに、医療の需給状
況の改善に向けた検討を行うこと

第9回医療計画の見直し等に関する検討会（平成23年12月7日）資料抜粋
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現行 指針 改定（案）

医療医療計画策定の手順の見直し（計画策定の手順の見直し（PDCAPDCAサイクルの推進）サイクルの推進）

1 情報の収集
1 現状の
把握

現行の指針 改定（案）

○患者動向、医療資源・連携等に関する現状を、指標を
参考に把握

2 医療機能の明確

化及び圏域の設定
に関する検討

○指標で把握した現状に基づいて、疾病・事業ごとの圏
域を設定

2 圏域の
設定

4課題の

3連携の
検討

3 連携の検討及び
計画への記載

把 析 能 連

○医療機能を明確化した上で、関係機関の連携を検討
し、医療機関等の名称を記載

4 課題の
抽出

5数値目

○把握した現状を分析し、求められる医療機能とその連
携を踏まえ、地域の医療提供体制の課題を抽出

○各地域における医療提供体制の課題を解決するに当4数値目標及び

追加

5数値目
標の設定

6施策・
事業

○各地域における医療提供体制の課題を解決するに当
たっての数値目標を設定

○数値目標の達成及び各医療機能がより発揮されるた
めに行う施策 事業を策定

4 数値目標及び
評価

追加
事業

7評価

めに行う施策・事業を策定

○評価を行う組織や時期を明記し、数値目標の達成状
況、施策・事業の進捗状況を評価

追

8 公表

、

○指標、課題、数値目標、施策・事業、評価等について、
ホームページ等で公表

追加
第8回医療計画の
見直し等に関する

検討会（平成23年11月16日）
資料一部改変
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